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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、表面側に配置されるトップシートと、裏面側に配置されるバックシートと
、前記シート間に介在された吸収体とを具備することにより物品本体が構成され、該物品
本体の臀部当接部に排泄物を収納保持する便ポケットを設けて成る使い捨ての吸収性物品
において、
　前記便ポケットの開口部を前記物品本体の長手方向に延び前記トップシートの上面に貼
着された撥水性のメッシュシートにより被覆するとともに、該メッシュシートの少なくと
も前記便ポケットの領域を除く中間領域に親水剤塗布による表面処理が施されていること
を特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　前記メッシュシートは、開口率が１８～２５％、開孔数が１０個／cm２以下、開孔径が
０．１５～５．５mmである請求項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記便ポケットの開口部は、平面形状が雫形状乃至扇形状を成し、かつその断面形状が
前記物品本体の表面側に向かって末広がり状に形成されている請求項２記載の吸収性物品
。
【請求項４】
　前記親水剤塗布による表面処理は、排尿部領域のみに施されている請求項３記載の吸収
性物品。
【請求項５】
　前記親水剤塗布による表面処理は、横縞のパターンで施されている請求項３記載の吸収
性物品。
【請求項６】
　前記親水剤塗布による表面処理は、横縞の千鳥パターンで施されている請求項３記載の
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吸収性物品。
【請求項７】
　前記親水剤塗布による表面処理は、Ｖ字状パターンまたは逆Ｖ字状パターンで施されて
いる請求項３記載の吸収性物品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】吸収性物品
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙おむつ、幼児用のトレーニングパンツ、あるいは失禁パッド等の使い捨て
の吸収性物品に関し、更に詳細には、尿や便等の排泄物、とくに軟便が逆戻りして着用者
の肌を汚すことを防止するとともに、排尿によるべた付き感やカブレを防止した使い捨て
の吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　吸収性物品は、通常、少なくとも、表面側に配置される透液性のトップシートと、裏面
側に配置される不透液性のバックシートと、これらの両シート間に介在された吸収体とに
より物品本体が構成されており、排泄物がトップシートを介して吸収体に吸収、保持され
るようになっている。
【０００３】
　従来、このような吸収性物品として、排泄物、とくに便を溜めて保持する目的で、着用
者の臀部が当接する物品本体の領域、具体的には着用者の排便口が当接する吸収体の部位
に便を収納保持する便溜め部（以下、これを「便ポケット」という）を設けて成る吸収性
物品が一般に知られている。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、便ポケットを吸収体の上面から窪む凹部と、この凹部の周縁
を区画する隆起部とで構成して成る使い捨ておむつが提案されており、また特許文献２に
は、便ポケットを上層と下層の２層で構成した吸収体の上層部に形成して成る使い捨てお
むつが提案されている。
【０００５】
　しかしながら、これらの吸収性物品、すなわち使い捨ておむつは、いずれも、排泄物が
便ポケットの外周方向に漏れ出すことは防止できるが、便ポケットの開口部が露出してい
るため、便ポケットに収納保持された排泄物が直接ないし逆流して着用者の肌に接触して
汚れるという欠陥があった。とくに、着用者の体圧や動き等により吸収性物品が所定の位
置からずれると、この排泄物による汚れが広がってしまい、このような状態が長く続いた
場合には皮膚炎やかぶれ等を生じることがあり、また介護者の後始末が非常に面倒となる
等の問題があった。
【０００６】
　そこで、従来、このような排泄物の肌への接触を防止するため、特許文献３には、便ポ
ケットを複数層の吸収体で構成すると共にこの吸収体とトップシートの間に排泄物を通過
、収納するためのポケット状の空間を形成して成る吸収性物品が提案されている。しかし
ながら、特許文献３に記載された吸収性物品では、便ポケットを複数層の吸収体で構成す
るため構造が複雑となり、製造コストが高価となることに加え、排泄物が開口部を介して
ポケット状の空間に収納されるために、この開口部から排泄物が着用者の体圧や動きによ
って逆戻りするという懸念は依然としてあった。
【０００７】
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　一方、特許文献４には、図１７に断面図で示すように、透液性トップシート１と不透液
性バックシート２との間に介在された吸収体３により物品本体４が構成され、この物品本
体４の臀部当接部に凹状の便ポケット５を設けて成る使い捨ての吸収性物品において、中
央部に開孔７を有する透液性トップシート１を開口部６の中心方向に延在させて形成した
弁部８により、便ポケット５の開口部６を被覆して成る吸収性物品が提案されている。し
かしながら、特許文献４に記載された吸収性物品においても、便ポケット５の中央部に排
泄物を内部に収納するための開孔７が設けられているため、この開孔７から排泄物が逆戻
りすることを確実に防止することは困難であった。
【０００８】
　また、このような吸収性物品は、その製品時における包装状態（以下、「製品状態」と
言う。）においては、包装パッケージを取り扱い易くしたり、占有空間を小さくするため
に、例えば特許文献５に示されるように、物品本体の長手方向に三つ折り以上に小さく折
り畳まれることが多く、また、このように折り畳まれた吸収性物品は、包装容量をより小
さくするために、厚み方向へ強く圧縮されることが多く、これにより吸収性物品に、折り
癖やしわが形成されてしまう。
【０００９】
　しかし、上述したように便ポケットが設けられた吸収性物品が三つ折り以上に折り畳ま
れると、折り癖が便ポケットにかかってしまい皺ができ、これにより便ポケットが変形し
てしまう。従って、排泄物がトップシートから便ポケットに移行しにくくなり、また、便
ポケットの容積が小さくなるため、排泄物が収納されにくくなり、便ポケットの外周方向
に漏れ出してしまうという問題があり、便ポケットを設ける効果を十分に得ることができ
なかった。
【特許文献１】実開平５－８６３２０号公報
【特許文献２】特許第３０１２４７２号公報
【特許文献３】特許第３３２７９３９号公報
【特許文献４】実開平６－５６１４号公報
【特許文献５】特開２０００－２４０３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は上述したような実情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、排泄
物、とくに軟便を確実に内部に吸収保持し、着用者の体圧や動きによってこの排泄物が逆
戻りして着用者の肌を汚すことを防止するとともに、排尿による拡散を最小化し、排尿に
よるべた付き感やカブレを防止した使い捨ての吸収性物品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記課題を解決するために請求項１に係る本発明として、少なくとも、表面側に配置さ
れるトップシートと、裏面側に配置されるバックシートと、前記シート間に介在された吸
収体とを具備することにより物品本体が構成され、該物品本体の臀部当接部に排泄物を収
納保持する便ポケットを設けて成る使い捨ての吸収性物品において、
　前記便ポケットの開口部を前記物品本体の長手方向に延び前記トップシートの上面に貼
着された撥水性のメッシュシートにより被覆するとともに、該メッシュシートの少なくと
も前記便ポケットの領域を除く中間領域に親水剤塗布による表面処理が施されていること
を特徴とする吸収性物品が提供される。
【００１２】
　上記請求項１記載の発明では、便ポケットの開口部を前記物品本体の長手方向に延び前
記トップシートの上面に貼着された撥水性のメッシュシートにより被覆するように構成さ
れているので、メッシュシートを介して便ポケット内部に収納された排泄物、とくに軟便
はメッシュシートにより着用者の肌と完全に隔離される。したがって、本発明に係る吸収
性物品によれば、排泄物が着用者の体圧や動きによって逆戻りすることが防止され、着用
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者の肌を清潔に保つことができるので衛生的であり、また、後始末が容易となる利点があ
る。また、メッシュシートの少なくとも前記便ポケットを除く中間領域に親水剤塗布によ
る表面処理が施されていることにより、排尿は親水剤による表面処理領域に沿って拡散す
る傾向を示すため、拡散領域を最小化でき、尿によるべた付き感やカブレを防止すること
ができるようになる。
【００１３】
　請求項２に係る本発明として、前記メッシュシートは、開口率が１８～２５％、開孔数
が１０個／cm２以下、開孔径が０．１５～５．５mmである請求項１記載の吸収性物品が提
供される。この吸収性物品によれば、排泄物の吸収性を最良の状態に保つことができ、か
つ排泄物の逆戻りを最小限に抑えることができる。
【００１４】
　請求項３に係る本発明として、前記便ポケットの開口部は、平面形状が雫形状乃至扇形
状を成し、かつその断面形状が前記物品本体の表面側に向かって末広がり状に形成されて
いる請求項２記載の吸収性物品が提供される。便ポケットの開口部の平面形状を雫形状乃
至扇形状とすることにより、背側に流れる軟便を効果的に捕捉できるようになるとともに
、断面形状を物品本体の表面側に向かって末広がり状に形成することにより、排泄物を便
ポケット内に収納し易くなると共に、操業的な観点から現実性があるという利点がある。
【００１５】
　請求項４に係る本発明として、前記親水剤塗布による表面処理は、排尿部領域のみに施
されている請求項３記載の吸収性物品が提供される。
【００１６】
　請求項５に係る本発明として、前記親水剤塗布による表面処理は、横縞のパターンで施
されている請求項３記載の吸収性物品が提供される。
【００１７】
　請求項６に係る本発明として、前記親水剤塗布による表面処理は、横縞の千鳥パターン
で施されている請求項３記載の吸収性物品が提供される。
【００１８】
　請求項７に係る本発明として、前記親水剤塗布による表面処理は、Ｖ字状パターンまた
は逆Ｖ字状パターンで施されている請求項３記載の吸収性物品が提供される。
【発明の効果】
【００１９】
　上述したように、本発明に係る吸収性物品によれば、排泄物、とくに軟便を確実に内部
に吸収保持し、着用者の体圧や動きによってこの排泄物が逆戻りして着用者の肌を汚すこ
とを防止するとともに、排尿による拡散を最小化し、排尿によるべた付き感やカブレを防
止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の内容を好ましい実施形態に基づき説明する。なお、本発明は必ずしも以
下の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲を逸脱しない範囲において、そ
の構成を種々に変更できるものであることはいうまでもない。
【００２１】
　図１は、本発明の吸収性物品の第１実施形態であるテープ式の使い捨ておむつ（以下、
「本おむつ」という）１００Ｖ１を展開して表面側（肌当接面側）から見た平面図であり
、図２は本おむつ１００Ｖ１の使用時における斜視図である。
【００２２】
　図１に示すように、本おむつ１００Ｖ１は、表面側に配置されるトップシート１０１と
、裏面側に配置されるバックシート１０２と、これらの両シート１０１，１０２間に介在
された吸収体１０３とによりおむつ本体１０４が構成され、おむつ本体１０４の臀部当接
部位、具体的には着用者の排便口が位置する吸収体１０３の部位には排泄物を収納保持す
る便ポケット１０５が設けられている。この便ポケット１０５の開口部１０６の上面は、
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おむつ本体１０４の長手方向に延びてトップシート１０１の上面に貼着された矩形状のメ
ッシュシート１０７によって被覆されている。
【００２３】
　おむつ本体１０４は平面形状が擬似砂時計形状とされ、吸収体１０３の両側縁長手方向
には、表面側に設けられたギャザーシート１０８と、その内側端縁に沿って配設された弾
性伸縮部材１０９とにより表面側に起立する立体ギャザー１１０が形成されている。吸収
体１０３の側縁よりも側方に延在されたバックシート１０２部分と、立体ギャザーシート
１０８の外側シート部分とにより吸収体１０３の介在しないサイドフラップ部１１１が形
成され、かつこれらの間に複数本の弾性伸縮部材１０９がおむつ本体１０４の長手方向に
沿って配置されることにより、サイドフラップ部１１１にはひだ状の平面ギャザー１１２
が形成されている。
【００２４】
　本おむつ１００Ｖ１の背部側領域１００Ｂの幅方向には、複数本の弾性伸縮部材１０９
が配設され、これによりエンドフラップ部１１３Ｂが形成されている。また、おむつ本体
１０４の背部側領域１００Ｂにおける左右の張り出し部、すなわちサイドパネル部１１４
の幅方向端部にはオス材１１５を備えたファスニングテープ１１６が連結されている。さ
らにまた、裏面側の腹部側領域１００Ｆ、すなわち腹部側領域１００Ｆのバックシート１
０２には、表面にメス材１１７を有する矩形状のフロンタルテープ１１８が貼着されてお
り、図２に示すように、ファスニングテープ１１６のオス材１１５がこのフロンタルテー
プ１１８のメス材１１７にメカニカルに係合することにより、ファスニングテープ１１６
がフロンタルテープ１１８に止着され、本おむつ１００が着用される。なお、フロンタル
テープ１１８の表面には、必要に応じ、ファスニングテープ１１６の止着位置を表示した
止着位置マークや幼児が好む動物等の絵柄から成るデザインが施される。
【００２５】
　なお、本おむつ１００Ｖ１では、バックシート１０２と吸収体１０３との間に防水フィ
ルム１１９が配設されているが、この防水フィルム１１９は、トップシート１０１と吸収
体１０３との間に配設されるセカンドシートの場合と同様に、必要に応じ適宜に設けられ
るものである（本おむつ１００Ｖ１ではこのセカンドシートは配設されていない）。
【００２６】
　本おむつ１００Ｖ１では、トップシート１０１の構成材料として、無孔または有孔の不
織布や多孔性プラスチックシート等の、透液性や親水性を有する材料が好ましく用いられ
る。これらのトップシート１０１の構成素材の中で、本発明に好適な材料は親水性を示す
不織布である。この不織布を構成する素材繊維としては、例えばポリエチレンまたはポリ
プロピレン等のオレフィン系、ポリエステル系、アミド系等の合成繊維の他、レーヨンや
キュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維とすることができる。また、融点の高い繊維を芯
とし、融点の低い繊維を鞘とした芯鞘型繊維やサイド・バイ・サイド型繊維、分割型繊維
等の複合繊維も効果的に用いることができる。加工法については、スパンレース法、スパ
ンボンド法、サーマルボンド法、メルトブローン法、ニードルパンチ法等の適宜な加工方
法で得られた不織布を用いることができる。これらの加工法の内、スパンレース法は柔軟
性、スパンボンド法はドレープ性に富む点で優れ、サーマルボンド法、エアスルー法は嵩
高でソフトである点で優れているが、本おむつ１００Ｖ１におけるトップシート１０１は
、必ずしもこれらの材料ないし加工法に限定されるものではない。前記親水性を示す不織
布は、レーヨンやキュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維を用いることにより素材自体に
親水性を有するものを用いるか、ポリエチレンまたはポリプロピレン等のオレフィン系、
ポリエステル系、ポリアミド系等の合成繊維を親水剤によって表面処理し親水性を付与し
た繊維を用いることにより親水性を有するようにする。排泄物水分の良好な拡散、浸透性
の観点からトップシート１０１の素材としては、嵩高くかつポーラスな不織布素材が望ま
しい。具体的には密度０．０１～０．１０g/cm３の範囲のものを用いるのが望ましい。親
水度を後述するメッシュシート１０７よりも高く設定した場合には、厚み方向の排泄物の
水分移動を容易にすることができ、吸収体１０３への吸収性を向上させることができる。
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【００２７】
　バックシート１０２及び防水フィルム１１９には、ポリエチレン、ポリプロピレン等の
プラスチックシートや不織布等から成る不透液性材料、またはこれと同等の材料が好まし
く用いられる。この他、例えばポリプロピレンまたはポリオレフィンコポリマーから成る
メルトブローンまたはフィルム材料が挙げられる。コポリマーの例としては、エチレン・
ビニル・アセテート、エチレン・メチル・アセテート、エチレン・エチル・アクリレート
、ポリビニル・クロライド等がある。また、上記各材料から成る単一のスパンボンディッ
ド層、スパンボンディッド及びメルトブローン材料から成る２つの層等が挙げられる。こ
のようなスパンボンディッド材料を用いることによりバックシート１０２に布状の手触り
感を与えることができる。なお、バックシート１０２の材料には、不透液性を有する材料
以外に、ムレ防止等の観点から通気性、透湿性を有するシート材料が適用される。このよ
うなシート材としては、ポリエチレンやポリプロピレン等のオレフィン系樹脂中に無機充
填剤を溶融混練してシートを成形した後、一軸または二軸方向に延伸することにより得ら
れる微多孔性シートが好適に用いられる。このように不透液性、通気性、透湿性を有する
シート材料はとくに防水フィルム１１９に好適に用いられる。
【００２８】
　吸収体１０３としては、排泄物（とくに尿や便に含まれる水分等の体液）を吸収、保持
し得るものであればよく、通常はフラッフ状パルプ中に吸収性ポリマー粉末を混在したも
のが吸収機能及び価格の点から好適に用いられる。このようなパルプとしては、木材から
得られる化学パルプ、溶融パルプ等のセルロース繊維や、レーヨン、アセテート等の人工
セルロース繊維から成るものが挙げられ、広葉樹パルプよりは繊維長の長い針葉樹パルプ
が機能及び価格の点から好適に用いられる。本おむつ１００Ｖ１における吸収体１０３は
、形状保持、及び排泄物（とくに尿や便に含まれる水分等の体液）を速やかに拡散させる
と共に、一旦吸収した排泄物の逆戻りを防止する目的で全体がクレープ紙等の吸水紙１０
３Ｃによって被包され、平面形状が矩形状に形成されている。なお、おむつ自体の目的や
用途により、吸水紙１０３Ｃは省略されることがあり、また、吸収体１０３の平面形状も
、おむつ本体１０４と同様の擬似砂時計形状や、小判型あるいは瓢箪型等の任意の形状に
設計変更される。前述したように、この吸収体１０３の臀部当接部には、便ポケット１０
５が設けられているが、この詳細は後述する。
【００２９】
　前記メッシュシート１０７としては、不織布またはプラスチックフィルム、さらにはこ
れらの素材をラミネートして成るものが好適に用いられ、その厚みは０．１～５．０ｍｍ
、好ましくは０．３～２．０ｍｍの肌触りのよいシート材が用いられる。このシート材の
全面には、当分野で周知のピンエンボス加工、あるいは吸引による方法等により微細な網
目状のメッシュ（開口）領域１０７Ｍが形成されている。このメッシュシート１０７とし
て不織布を用いる場合は、撥水性を示すように、シリコン系、パラフィン金属系、アルキ
ルクロミッククロイド系撥水剤などをコーティングした撥水処理不織布を用いるのが望ま
しい。なお、プラスチックフィルムは素材自体が撥水性を備えている。
【００３０】
　このメッシュ領域１０７Ｍの開口率は５～５０％に、好ましくは１８～２５％に設定さ
れており、開口数は１５個／ｃｍ２以下に、好ましくは１０個／ｃｍ２以下に設定されて
いる。また、この開口の大きさは、直径が０．１～１０．０ｍｍ、好ましくは０．１５～
５．５ｍｍに設定されている。開口率が高過ぎる、または開口が大き過ぎると、親水剤の
歩留まりが悪くなるため、好ましくはメッシュシート１０７の開口率は１８～２５％、開
口径は０．１～２．５mmとするのが望ましい。
　なお、メッシュシート１０７の表面は、前述のように撥水性であることが好ましい。な
お、メッシュ（開口）の平面形状も円形に限らず、楕円形ほか任意の形状のものを適用す
ることができる。
【００３１】
　前記メッシュシート１０７においては、少なくとも排尿部を含む中間領域、すなわち周
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囲に撥水性を示すメッシュシート１０７部分を有するように、排尿部を含む範囲に親水剤
塗布による表面処理が施されている。具体的に図１に示される例では、メッシュシート１
０７の中央領域に限定し、その長手方向のほぼ全長に亘り（領域Ｈの範囲）、親水剤塗布
による表面処理が施されている。また、図５に示される例では、排尿部領域に限定してメ
ッシュシート１０７の中間領域に対して部分的に（領域Ｈの範囲）、親水剤塗布による表
面処理が施されている。
【００３２】
　前記親水剤塗布による表面処理領域の巾Ｗ２は、１４～４５mm、好ましくは２０～２５
mmとするのが望ましく、かつメッシュシート１０７の巾Ｗ１に対する比率は２２～６６％
、好ましくは３０～３７％とするのが望ましい。
【００３３】
　メッシュシート１０７の少なくとも排尿部を含む中間領域に親水剤塗布による表面処理
を施すことにより、排尿を前記表面処理領域が素早く吸収し漏れを無くすとともに、周囲
の撥水性を示すメッシュシート１０７側への拡散が抑えられ、排尿は親水剤による表面処
理領域に沿って拡散する傾向を示すため、拡散領域を最小化でき、尿によるべた付き感や
カブレを防止することができる。
【００３４】
　また、前記メッシュシート１０７は、親水剤の良好な拡散、浸透性を確保するために、
シートの嵩が高いものが好適に使用される。具体的には密度０．０１～０．１０g/cm３と
し、好ましくはトップシート１０１よりも低密度のものを用いるのが望ましい。親水剤を
塗布した後の加工適性においても、乾燥工程を設けることなく、製品表面の含水率を低下
させることができる。さらに、メッシュシート１０７を嵩高とし、親水剤の浸透性を良好
にするため、メッシュシート１０７を構成する繊維の繊度は４dtex以下とするのが望まし
い。シートを嵩高とした場合は着用者の肌に触れた際に異物感を与えてしまうことがある
ため、繊度を下げて嵩高さと柔らかさとを両立させることが望ましい。
【００３５】
　前記親水剤の塗布は、転写方式或いはスプレー方式によって塗布することができる。前
者の転写方式の場合は、親水剤を飛散させることなく、一定量を均一に塗布できる利点を
有する一方で、塗布量が少量の場合はかすれが起こり、塗布素材との摩擦による素材の荒
れが起きる虞がある。後者のスプレー方式の場合は、ある程度の飛散が発生するため、こ
れを防止するには塗布ノズルを近づける必要がある。また、親水剤の塗布巾を任意に変更
できる利点を有する。
　なお、親水剤を塗布するに当たっては、薬剤の浸透・拡散が発生するため、必ずしもメ
ッシュシート１０７へ連続的に全面塗布する必要はなく、塗布パターンを不連続パターン
とすることもできる。連続パターンの場合には、メッシュシート１０７の巾Ｗ１に対する
比率は２２～６６％、好ましくは３０～３７％としたが、不連続パターンとする場合には
この比率に従うことはなく、親水化処理面積をメッシュシート１０７の面積に対して６０
％以下とするのが望ましい。また、便ポケット１０５と重なる領域については親水化を行
うか否かは任意であるが、好ましくは親水化処理を行わない方が望ましい。具体的に前記
不連続パターンとしては、例えば図１１に示される横縞パターン、図１２に示される横縞
の千鳥パターン、図１３に示されるドット状パターン、図１４に示されるＶ字状パターン
、図１５に示される逆Ｖ字状パターンとすることができる。また、図１６に示される例の
ように、便ポケット１０５の領域を親水化処理しない方がより好ましい。図示しないが、
その他のパターンについても、便ポケット１０５の領域は親水化処理を行わない方が望ま
しい。
　前記不連続パターンにすることによって薬剤の塗布量低減が図られる。さらに、親水剤
を不連続パターンで塗布することによって、製品長手方向への排泄物の拡散を抑えること
ができる。また、ドット状等のおむつ幅方向への拡散を促進するパターンとすることによ
り拡散面積を最小限に留めることができ、着用者の肌へのべた付き、カブレを防止するこ
とができる。
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【００３６】
　前記親水剤としては、アルキル燐酸エステル塩（オクチル、ドデシル系）、プロピレン
グリコール、エチレングリコールモノブチルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルエ
ーテル等を主成分としたものを好適に使用することができ、０．３～３．０％、好ましく
は１．０～１．５％濃度の水溶液とするのが望ましい。３．０％を越える場合には肌への
刺激が高く、かぶれる可能性が高くなる。塗布量は０．０５～０．３g/m２、好ましくは
０．０７～０．１２g/m２とするのが望ましい。０．３g/m２を越える場合にはおむつ内の
水分が高くなるため、パッケージング後にカビが発生する可能性がある。
【００３７】
　前記立体ギャザー１１０を形成するギャザーシート１０８としては、撥水性の不織布、
あるいはプラスチックフィルム等が排泄物の漏れ防止の点で効果的である。従って、この
素材にはかかる特性を有するもの、あるいはこれらの特性を加工により施したものが選ば
れる。
【００３８】
　前記弾性伸縮部材１０９には、通常、糸状弾性ゴムが適用される。このようなゴム材と
しては、スチレン系ゴム、オレフィン系ゴム、ウレタン系ゴム、エステル系ゴム、ポリウ
レタン、ポリエチレン、ポリスチレン、スチレンブタジエン、シリコーン、ポリエステル
等の素材を用いることができる。なお、この伸縮部材１０９の形成材料は必ずしもこのよ
うな材料に限定されるものではなく、例えば熱可塑性エラストマー、プラスチックシート
、ゴムシート等の伸縮性を有する公知の種々のものを用いることができる。なお、これら
の材料のなかでも、とくに熱可塑性エラストマーを用いることが好ましく、この熱可塑性
エラストマーとしては、例えばスチレン系エラストマー、オレフィン系エラストマー、ポ
リブタジエン系エラストマー、ポリエステル系エラストマー、ポリアミド系エラストマー
、ウレタン系エラストマー、塩化ビニル系エラストマー、フッ素系エラストマー、アイオ
ノマー樹脂、シリコーン系樹脂等の公知の種々のものを用いることができる。また、これ
らの熱可塑性エラストマーは単独で用いてもよいが、２種以上を混合して用いてもよく、
これらの中でも、とくにスチレン系エラストマー又はオレフィン系エラストマーを用いる
ことが好ましい。
【００３９】
　図３は、図１のＡ－Ａ断面矢視図で、本おむつ１００Ｖ１における便ポケット１０５の
断面構造を示したものである。便ポケット１０５の開口部１０６は、図１に示すように、
平面形状が物品本体１０４の臀部当接部（具体的には着用者の排便口が位置する吸収体１
０３の部位）から背部側領域１００Ｂに向かって長さＬ、幅Ｗをもって形成された雫形状
乃至扇形状をなし、断面形状が深さＴをもってトップシート１０１側、すなわちおむつ本
体１０４の表面側に向かって末広がり状に形成されている。この平面形状で雫形状乃至扇
形状をなす開口部１０６の開口面積Ｓは、吸収体１０３の全面積の１０～２０％、好まし
くは１２～１５％（幼児用では少なくとも３０ｃｍ２）に設定され、また、長さＬ及び幅
Ｗは少なくとも着用者の臀部の割れ目部分をカバーし、かつ、この臀部位置が長さ方向及
び幅方向に幾分ずれてもカバーし得る値に設定されている。
【００４０】
　吸収体１０３の厚みに等しい深さＴをもって、すなわち吸収体１０３に透孔を形成する
ことにより便ポケット１０５が設けられ、この便ポケット１０５の全表面にトップシート
１０１が被覆、貼着され、また便ポケット１０５の開口部１０６がメッシュシート１０７
によって被覆されている。なお、この便ポケット１０５の容積は、幼児用では２０～５０
ｃｍ３に、大人用では５０～１００ｃｍ３に設定されている。
【００４１】
　ここに、開口部１０６の平面形状は、吸収体１０３に皺やよれを生じさせないようにす
るため、直線よりも曲線によって形成することが好ましい。また、断面形状は、上述した
ように、おむつ本体１０４の表面側に向かって末広がり状に形成することが好ましく、こ
のようにすると、排便口から排泄された排泄物、とくに軟便がスムーズに便ポケット１０
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５に流れるようになり、また操業的観点からも現実性がある。
【００４２】
　本おむつ１００Ｖ１は以上のとおり構成されているので、本おむつ１００Ｖ１によれば
、排便口から排泄される排泄物、とくに軟便は、メッシュシート１０７のメッシュを通り
、便ポケット１０５の開口部１０６のトップシート１０１の上面に収納される。このとき
、排泄物に含まれる水分は吸水紙１０３Ｃを介して直ちに吸収体１０３に吸収保持される
一方、固形分は開口部１０６を覆うようにして設けられたメッシュシート１０７によって
着用者の肌から隔離され、これにより排泄物が逆戻りすることが防止される。また、着用
者の体圧や動き等により本おむつ１００Ｖ１が所定の位置からずれたとしても、汚れが広
がることがなく、着用者の臀部を常に清潔に保つことができるので、皮膚炎やかぶれの発
生がなくなり、また介護者の後処理が楽になる等の利点がある。
【００４３】
　以上、本発明の内容を第１実施形態について説明したが、本発明はその構成を以下のと
おり種々なものに変更することができる。
【００４４】
　図４は本発明の第２実施形態に係るテープ式の使い捨ておむつ（以下、「本おむつ１０
０Ｖ２」という）の断面図で、前記おむつ１００Ｖ１の断面図（図３）に準じて示したも
のである。本おむつ１００Ｖ２の基本的な構成は、便ポケット１０５及びこの周辺の構成
を除き、前記おむつ１００Ｖ１と実質的に同一となっている。
【００４５】
　図示するように、本おむつ１００Ｖ２は、吸収体１０３の所定部位に、吸収体１０３の
厚み方向の途中までの深さＴを有する凹部を形成することにより便ポケット１０５が設け
られ、この凹部の全表面にトップシート１０１が被覆、貼着され、便ポケット１０５の開
口部１０６がメッシュシート１０７によって被覆されて成っている。このように便ポケッ
ト１０５が形成された本おむつ１００Ｖ２であっても、排泄物が排泄されると、直ちに、
メッシュシート１０７を透過して便ポケット１０５に移行されるので、吸収性が極めて良
好となる利点がある。
【００４６】
　本発明においては、吸収体１０３に設ける便ポケット１０５の形状は、上記雫形状乃至
扇形状の他、例えば図６(A)～(D)に示される平面形状とし、断面形状は図７(A)～(D)に示
すように、種々のものに変更することができる。
【００４７】
　すなわち、図６(A)に示す第１変更例に係る便ポケット１０５Ｖ１は、開口部１０６Ｖ
１の平面形状が背部側に向かって広がった三角形に形成されたもの、図６(B)に示す第２
変更例に係る便ポケット１０５Ｖ２は、開口部１０６Ｖ２の平面形状が野球のホームベー
ス形状に形成されたもの、図６(C)に示す第３変更例に係る便ポケット１０５Ｖ３は、開
口部１０６Ｖ３の平面形状が楕円形に形成されたもの、そして図６(D)に示す第４変更例
に係る便ポケット１０５Ｖ４は、開口部１０６Ｖ４の平面形状が背部側に向かって広がっ
たハート形に形成されたものである。なお、前述したように、開口部１０６の平面形状は
曲線によって形成することが好ましいが、図示するような種々の形状のものであっても実
用することができる。
【００４８】
　また、便ポケット１０５の断面形状については、図７(A)に示すように、深さＴをもっ
ておむつ本体１０４の表面側に向かって末広がり状に形成することが好ましいことは前述
したとおりであるが、これを図７(B)に示すように、吸収体１０３の厚み方向の途中まで
深さＴ１をもって矩形状に形成したもの、図７(C)に示すように、吸収体１０３の厚み方
向の途中まで深さＴ２をもって半球状に形成したもの、図７(D)に示すように、吸収体１
０３の厚み分に等しい深さＴ３をもって吸収体１０３に透孔を設けて形成したものとする
ことができる。
【００４９】
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　図８に示されるように、製品状態において、本おむつ１００Ｖ１がおむつ本体１０４の
長手方向に二つ折りに折り畳まれた形態であると、その折り曲げ部等に、いわゆる折り癖
が形成されても、この折り癖が便ポケット１０５の開口部１０６にかかることがなく、便
ポケット１０５に皺が生じない。従って、便ポケット１０５が変形することがなくなるの
で、後述する実施例で示すように、便ポケット１０５の外周方向に排泄物が漏れ出すこと
がなくなり、便ポケット１０５の容積が小さくなることがなくなる。また、便ポケット１
０５の開口部１０６を覆う部分のメッシュシート１０７の開口が潰れることがなくなるの
で、本おむつ１００Ｖ１の表面上に排泄物が残留することがなくなる。これにより、排泄
物が本おむつ１００Ｖ１の表面に広がることがなく、着用者の臀部を常に清潔に保つこと
ができるので、皮膚炎やかぶれの発生をより防止することができ、また介護者の後処理が
より楽になる等の利点がある。また、この折り畳み形態は公知の種々の吸収性物品につい
て適用することはできるが、とくにテープ式の使い捨ておむつであると、上述した製品状
態における利点を得やすくなるので好ましい。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　以上、本発明の内容を幼児用あるいは大人用のテープ式の使い捨ておむつについて説明
したが、本発明は、このようなテープ式の使い捨ておむつに限らず、これが図９に斜視図
で示すようなパンツ型の使い捨ておむつ１００Ｘ、あるいは図１０に示すような失禁パッ
ド１００Ｙであってもよく、さらには幼児用のトレーニングパンツ等、当分野で公知の吸
収性物品に適用できるものである。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の第１実施形態に係るテープ式の使い捨ておむつの展開平面図である。
【図２】図１に示すおむつの使用時における斜視図である。
【図３】図１のＡ－Ａ断面矢視図である。
【図４】本発明の第２実施形態に係るテープ式の使い捨ておむつの断面図である。
【図５】親水剤による表面処理領域の変更例を示す使い捨ておむつの展開平面図である。
【図６】(A)～(D)本発明における便ポケットの変更例を示す平面図である。
【図７】(A)～(D)本発明における便ポケットの変更例を示す断面図である。
【図８】図１に示すテープ式の使い捨ておむつの製品状態における断面図である。
【図９】本発明の変更例であるパンツ型の使い捨ておむつの斜視図である。
【図１０】本発明の他の変更例である失禁パッドの斜視図である。
【図１１】親水剤の不連続塗布パターン例(その１)を示すおむつ平面図である。
【図１２】親水剤の不連続塗布パターン例(その２)を示すおむつ平面図である。
【図１３】親水剤の不連続塗布パターン例(その３)を示すおむつ平面図である。
【図１４】親水剤の不連続塗布パターン例(その４)を示すおむつ平面図である。
【図１５】親水剤の不連続塗布パターン例(その５)を示すおむつ平面図である。
【図１６】親水剤の不連続塗布パターン例(その６)を示すおむつ平面図である。
【図１７】従来の吸収性物品における便ポケット構造を示す断面図である。
【符号の説明】
【００５２】
　１００Ｖ１～１００Ｖ５…テープ式の使い捨ておむつ（吸収性物品）、１００Ｘ…パン
ツ型の使い捨ておむつ、１００Ｙ…失禁パッド、１、１０１…トップシート、１０１Ｍ…
（トップシートの）メッシュ領域、２、１０２…バックシート、３、１０３…吸収体、１
０４…おむつ本体、５、１０５、１０５Ｖ１～１０５Ｖ４…便ポケット、１０６、１０６
Ｖ１～１０６Ｖ４…開口部、１０７、１０７Ｖ１～１０７Ｖ３…メッシュシート、１０７
Ｍ…メッシュ領域、１０８…ギャザーシート、１０９…弾性伸縮部材、１１０…立体ギャ
ザー、１１６…ファスニングテープ、１１８…フロンタルテープ、１１９…防水フィルム
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